
○
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
第
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
社
会
福
祉
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
社
会
福
祉
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業

２

２

を
い
う
。

を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

老
人
福
祉
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
老
人
居
宅
生

二

老
人
福
祉
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
老
人
居
宅
生

活
支
援
事
業
の
う
ち
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
及
び
認
知
症
対
応
型
老
人
共

活
支
援
事
業
の
う
ち
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
及
び
痴
呆
対
応
型
老
人
共
同

同
生
活
援
助
事
業

生
活
援
助
事
業

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

３
〜

（
略
）

３
〜

（
略
）

11

11



○
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
第
十
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
及
び
特
定
介
護
保

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
社
会
福
祉
施
設
及
び
特
定
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
す
る
社

険
施
設
等
を
経
営
す
る
社
会
福
祉
法
人
の
相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
社
会
福

会
福
祉
法
人
の
相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
及
び
特
定

祉
施
設
の
職
員
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
に
従
事
す
る
職
員
及
び
特
定
介
護
保
険
施

社
会
福
祉
事
業
に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
退
職
手
当
共
済
制
度
を
確
立
し
、
も

設
等
の
職
員
に
つ
い
て
退
職
手
当
共
済
制
度
を
確
立
し
、
も
つ
て
社
会
福
祉
事
業

つ
て
社
会
福
祉
事
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い

う
。

う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の

三

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
養
護
老
人
ホ
ー
ム

規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
社
会
福
祉
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
社
会
福
祉
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い

う
。

う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

老
人
福
祉
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
老
人
居
宅
生
活
支

援
事
業
の
う
ち
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
及
び
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援

助
事
業

二
・
三

（
略
）

三
・
四

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
介
護
保
険
施
設
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又



は
事
業
の
う
ち
、
経
営
者
が
退
職
手
当
共
済
契
約
の
申
込
み
に
当
た
り
独
立
行
政

法
人
福
祉
医
療
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
申
し
出
た
も
の
又
は
共
済

契
約
者
が
機
構
に
申
し
出
た
も
の
（
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が

承
諾
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

一

老
人
福
祉
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
な
さ
れ
た
老
人
居
宅
生
活
支

援
事
業
の
う
ち
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
及

び
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業

二

老
人
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

三

そ
の
他
前
二
号
に
準
ず
る
施
設
又
は
事
業
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
申
出
施
設
等
」
と
は
、
共
済
契
約
者
が
経
営
す
る
社
会

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
申
出
施
設
等
」
と
は
、
共
済
契
約
者
が
経
営
す
る
社
会

福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
及
び
特
定
介
護
保
険
施
設
等
以
外
の
施
設
又
は

福
祉
施
設
及
び
特
定
社
会
福
祉
事
業
以
外
の
施
設
又
は
事
業
の
う
ち
当
該
共
済
契

事
業
の
う
ち
当
該
共
済
契
約
者
が
機
構
に
申
し
出
た
も
の
で
あ
つ
て
第
四
条
の
二

約
者
が
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
申
し
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
承
諾
し
た
も
の
を
い
う
。

た
も
の
で
あ
つ
て
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
承
諾
し
た
も
の
を

い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
経
営
者
」
と
は
、
社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
経
営
者
」
と
は
、
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉

業
又
は
特
定
介
護
保
険
施
設
等
を
経
営
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。

事
業
を
経
営
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
」
と
は
、
経
営
者
に
使
用
さ
れ

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
」
と
は
、
経
営
者
に
使
用
さ
れ

、
か
つ
、
そ
の
者
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
の
業
務

、
か
つ
、
そ
の
者
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
の
業
務

に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
年
未
満
の
期
間
を
定

に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
年
未
満
の
期
間
を
定

め
て
使
用
さ
れ
る
者
（
そ
の
者
が
一
年
以
上
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
場

め
て
使
用
さ
れ
る
者
（
そ
の
者
が
一
年
以
上
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
場

合
を
除
く
。
次
項
た
だ
し
書
及
び
第
八
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く

合
を
除
く
。
次
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。

。
７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
」
と
は
、
経
営
者
に
使
用

さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
者
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
又
は

特
定
介
護
保
険
施
設
等
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
で
あ
つ
て
社

会
福
祉
施
設
等
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
年
未
満
の
期
間
を
定
め



て
使
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
申
出
施
設
等
職
員
」
と
は
、
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
申
出
施
設
等
職
員
」
と
は
、
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ

、
か
つ
、
そ
の
者
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
、
特
定
介

、
か
つ
、
そ
の
者
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
、
特
定
社
会
福
祉
事
業
又
は
申
出

護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
（
以
下
「
共
済
契
約
対
象
施
設
等
」
と
い
う
。

施
設
等
（
以
下
「
共
済
契
約
対
象
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
業
務
に
常
時
従
事
す

）
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
で
あ
つ
て
社
会
福
祉
施
設
等
職
員

る
こ
と
を
要
す
る
者
で
あ
つ
て
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
た

又
は
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
年
未
満
の

だ
し
、
一
年
未
満
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。

期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。

９

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
退
職
手
当
共
済
契
約
」
と
は
、
経
営
者
が
、
こ
の
法
律

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
退
職
手
当
共
済
契
約
」
と
は
、
経
営
者
が
、
こ
の
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
機
構
に
掛
金
を
納
付
す
る
こ
と
を
約
し
、
機
構
が
、
そ

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
機
構
に
掛
金
を
納
付
す
る
こ
と
を
約
し
、
機
構
が
、
そ

の
経
営
者
の
使
用
す
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
、
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
及

の
経
営
者
の
使
用
す
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
及
び
申
出
施
設
等
職
員
に
つ
い
て

び
申
出
施
設
等
職
員
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
退
職
手
当

、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
退
職
手
当
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
約
す
る

金
を
支
給
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
。

契
約
を
い
う
。

（
略
）

８

（
略
）

10

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
被
共
済
職
員
」
と
は
、
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
る
社

９

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
被
共
済
職
員
」
と
は
、
共
済
契
約
者
に
使
用
さ
れ
る
社

11
会
福
祉
施
設
等
職
員
、
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
及
び
申
出
施
設
等
職
員
を
い

会
福
祉
施
設
等
職
員
及
び
申
出
施
設
等
職
員
を
い
う
。

う
。（

略
）

（
略
）

12

10

特
定
介
護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
で
あ
る
施
設
又
は
事
業
の
経
営
者
に

申
出
施
設
等
で
あ
る
施
設
又
は
事
業
の
経
営
者
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
お
い

13

11

変
更
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
変
更
前
の
経
営
者
が
そ
の
変
更
時
ま
で
退
職
手

て
、
変
更
前
の
経
営
者
が
そ
の
変
更
時
ま
で
退
職
手
当
共
済
契
約
を
締
結
し
て
お

当
共
済
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
か
つ
、
変
更
後
の
経
営
者
が
そ
の
変
更
時
に
当

り
、
か
つ
、
変
更
後
の
経
営
者
が
そ
の
変
更
時
に
当
該
施
設
又
は
事
業
に
つ
い
て

該
施
設
又
は
事
業
に
つ
い
て
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
と

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
と
き
は
、
変
更
前
の
経
営
者
に
係
る
申
出
施

き
は
、
変
更
前
の
経
営
者
に
係
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
又
は
申
出
施
設
等

設
等
職
員
で
引
き
続
き
変
更
後
の
経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
も
の
は

職
員
で
引
き
続
き
変
更
後
の
経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
も
の
は
、
変

、
変
更
前
の
経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
時
か
ら
引
き
続
き
変
更
後
の

更
前
の
経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
時
か
ら
引
き
続
き
変
更
後
の
経
営

経
営
者
に
係
る
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

者
に
係
る
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
契
約
の
締
結
）

（
契
約
の
締
結
）



第
三
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
退
職
手
当
共
済
契
約
の
締
結

第
三
条

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
退
職
手
当
共
済
契
約
の
締
結

を
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
拒
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

契
約
の
申
込
者
に
使
用
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
又
は
特
定
介
護

三

契
約
の
申
込
者
に
使
用
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
に
つ
き
、
中
小

保
険
施
設
等
職
員
に
つ
き
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律

企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
退

第
百
六
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
退
職
金
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
。

職
金
共
済
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
と
き
。

四

（
略
）

四

（
略
）

（
申
出
の
承
諾
等
）

（
申
出
の
承
諾
等
）

第
四
条
の
二

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
特
定
介
護
保
険
施
設
等

第
四
条
の
二

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
申
出
施
設
等
に
係
る
共

又
は
申
出
施
設
等
に
係
る
共
済
契
約
者
の
申
出
を
承
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

済
契
約
者
の
申
出
を
承
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

機
構
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
出
に
係
る
特
定
介

２

機
構
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
出
に
係
る
申
出
施

護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
は
、
当
該
申
出
の
あ
つ
た
日
に
お
い
て
特
定
介

設
等
は
、
当
該
申
出
の
あ
つ
た
日
に
お
い
て
申
出
施
設
等
と
な
つ
た
も
の
と
み
な

護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
と
な
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

す
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
契
約
の
解
除
）

（
契
約
の
解
除
）

第
六
条

機
構
又
は
共
済
契
約
者
は
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を

第
六
条

機
構
又
は
共
済
契
約
者
は
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
を

除
い
て
は
、
退
職
手
当
共
済
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

除
い
て
は
、
退
職
手
当
共
済
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

共
済
契
約
者
は
、
そ
の
経
営
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
又
は
申
出
施
設
等
の

業
務
に
従
事
す
る
す
べ
て
の
被
共
済
職
員
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
当
該
退
職
手

当
共
済
契
約
の
う
ち
当
該
同
意
を
得
た
被
共
済
職
員
に
関
す
る
部
分
を
解
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

６
・
７

（
略
）

５
・
６

（
略
）



（
退
職
手
当
金
の
支
給
）

（
退
職
手
当
金
の
支
給
）

第
七
条

機
構
は
、
被
共
済
職
員
が
退
職
（
被
共
済
職
員
が
前
条
第
二
項
第
二
号
若

第
七
条

機
構
は
、
被
共
済
職
員
が
退
職
（
被
共
済
職
員
が
前
条
第
二
項
第
二
号
若

し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
共
済
契

し
く
は
第
三
号
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
共
済
契
約
の
解

約
の
解
除
以
外
の
理
由
に
よ
り
被
共
済
職
員
で
な
く
な
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同

除
以
外
の
理
由
に
よ
り
被
共
済
職
員
で
な
く
な
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

じ
。
）
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
（
退
職
が
死
亡
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ

し
た
と
き
は
、
そ
の
者
（
退
職
が
死
亡
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
遺
族

の
遺
族
）
に
対
し
、
退
職
手
当
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
被
共
済
職
員
と
な
つ

）
に
対
し
、
退
職
手
当
金
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
被
共
済
職
員
と
な
つ
た
日
か

た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
に
満
た
な
い
で
退
職
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

ら
起
算
し
て
一
年
に
満
た
な
い
で
退
職
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。（
金
額
）

（
金
額
）

第
八
条

退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
一
年
以
上
十
年
以
下
で
あ
る
場
合
に

第
八
条

退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
一
年
以
上
十
年
以
下
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
政
令
で
定
め
る
八
千
円
を
下
ら
な
い
額
に
そ
の
者

お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
政
令
で
定
め
る
八
千
円
を
下
ら
な
い
額
に
そ
の
者

の
被
共
済
職
員
期
間
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区

の
被
共
済
職
員
期
間
の
年
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

被
共
済
職
員
期
間
が
一
年
以
上
五
年
以
下
の
者

百
分
の
五
十
四

一

被
共
済
職
員
期
間
が
一
年
以
上
五
年
以
下
の
者

百
分
の
六
十

二

被
共
済
職
員
期
間
が
六
年
以
上
十
年
以
下
の
者

百
分
の
六
十
七
・
五

二

被
共
済
職
員
期
間
が
六
年
以
上
十
年
以
下
の
者

百
分
の
七
十
五

２

退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
十
一
年
以
上
十
九
年
以
下
で
あ
る
場
合
に

２

退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
十
一
年
以
上
十
九
年
以
下
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ

お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ

の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合

の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
七
十
二

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
八
十

二

十
一
年
以
上
十
九
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
七
十

二

十
一
年
以
上
十
九
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
八
十

九
・
二

八

３

退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
退
職

３

退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
退
職

手
当
金
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ
の
者
の
被

手
当
金
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ
の
者
の
被

共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て

共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て



得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
九
十

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百

二

十
一
年
以
上
二
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
九
十

二

十
一
年
以
上
二
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
十

九
三

二
十
一
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
八

三

二
十
一
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
二
十

第
九
条

退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
二
十
五
年
以
上
で
あ
る
場
合
（
次
項

第
九
条

退
職
し
た
者
の
被
共
済
職
員
期
間
が
二
十
五
年
以
上
で
あ
る
場
合
（
次
項

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
前
条
の

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
前
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ

の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合

の
者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
十
二
・

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
二
十
五

五
二

十
一
年
以
上
二
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
二

二

十
一
年
以
上
二
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
三

十
三
・
七
五

十
七
・
五

三

二
十
一
年
以
上
三
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百

三

二
十
一
年
以
上
三
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百

三
十
五

五
十

四

三
十
一
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
十
二
・
五

四

三
十
一
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
二
十
五

２

退
職
し
た
者
が
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の

２

退
職
し
た
者
が
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
程
度
の

障
害
の
状
態
に
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
又
は
業
務
上
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職

障
害
の
状
態
に
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
又
は
業
務
上
死
亡
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職

し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ

し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ
の
者
の
被
共
済

ら
ず
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
額
に
、
そ
の
者
の
被
共
済

職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

職
員
期
間
を
次
の
各
号
に
区
分
し
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
の
合
計
額
と
す
る
。

額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
三
十
五

一

一
年
以
上
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
五
十

二

十
一
年
以
上
二
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
四

二

十
一
年
以
上
二
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
六

十
八
・
五

十
五



三

二
十
一
年
以
上
三
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百

三

二
十
一
年
以
上
三
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百

六
十
二

八
十

四

三
十
一
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
三
十
五

四

三
十
一
年
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
年
に
つ
き
百
分
の
百
五
十

（
被
共
済
職
員
期
間
の
計
算
）

（
被
共
済
職
員
期
間
の
計
算
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
者
が
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
若

６

引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
者
が
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
若

し
く
は
第
三
号
又
は
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
退
職
手
当
共
済

し
く
は
第
三
号
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
退
職
手
当
共
済
契
約
が

契
約
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者

そ
の
者
が
、
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
以
内
に
さ
ら

が
、
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
以
内
に
さ
ら
に
被
共

に
被
共
済
職
員
と
な
り
、
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
と
き
は
、

済
職
員
と
な
り
、
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一
項

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
そ
の
間
引
き
続
き
被
共
済
職

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
そ
の
間
引
き
続
き
被
共
済
職
員
で
あ

員
で
あ
つ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
者
が
、
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら

つ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
者
が
、
被
共
済
職
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し

起
算
し
て
一
箇
月
を
こ
え
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
さ
ら
に
被
共
済
職

て
一
箇
月
を
こ
え
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
さ
ら
に
被
共
済
職
員
と
な

員
と
な
り
、
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
と
き
は
、
前
後
の
各
期

り
、
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
つ
た
と
き
は
、
前
後
の
各
期
間
に
つ

間
に
つ
き
前
五
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
被
共
済
職
員
期
間
を
合
算
す
る
。

き
前
五
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た
被
共
済
職
員
期
間
を
合
算
す
る
。

７

（
略
）

７

（
略
）

８

前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
引
き
続
き
一
年
以
上
被
共
済
職
員
で
あ
る

者
が
退
職
し
た
場
合
（
第
十
三
条
第
一
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い

て
、
そ
の
者
が
、
退
職
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
、
退
職
手
当
金
を
請

求
し
な
い
で
再
び
被
共
済
職
員
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
者
が
機
構
に
申
し
出
た
と

き
は
、
前
後
の
各
期
間
に
つ
き
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算

し
た
被
共
済
職
員
期
間
を
合
算
す
る
。

９

被
共
済
職
員
期
間
（
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
被
共
済
職
員
期
間
を
合

８

被
共
済
職
員
期
間
（
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
二
以
上
の
被
共
済
職
員
期
間
を
合

算
す
べ
き
場
合
に
は
、
合
算
後
の
被
共
済
職
員
期
間
）
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ

算
す
べ
き
場
合
に
は
、
合
算
後
の
被
共
済
職
員
期
間
）
に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。



（
掛
金
の
納
付
）

（
掛
金
の
納
付
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

掛
金
は
、
退
職
手
当
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し

２

掛
金
は
、
退
職
手
当
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し

、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
掛
金
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
。

、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
掛
金
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
介
護
保
険
施
設
等
職
員
（
被
共
済
職
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る

掛
金

三

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
国
の
補
助
）

（
国
の
補
助
）

第
十
八
条

国
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
被
共
済

第
十
八
条

国
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
被
共
済

職
員
の
う
ち
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
で
あ
る
も
の
及
び
特
定
介
護
保
険
施
設
等
職

職
員
の
う
ち
社
会
福
祉
施
設
等
職
員
で
あ
る
も
の
に
係
る
退
職
手
当
金
の
支
給
に

員
で
あ
る
も
の
（
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
の
業
務
に
相
当
程
度

要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
「

従
事
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
退

補
助
金
算
定
対
象
額
」
と
い
う
。
）
の
三
分
の
一
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き

職
手
当
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

る
。

定
し
た
額
（
以
下
「
補
助
金
算
定
対
象
額
」
と
い
う
。
）
の
三
分
の
一
以
内
を
補

助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１

（
略
）

１

（
略
）

（
施
設
又
は
事
業
の
転
換
を
行
う
場
合
の
特
例
）

（
長
期
勤
続
者
等
に
対
す
る
退
職
手
当
金
に
係
る
特
例
）

２

共
済
契
約
者
が
、
そ
の
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
又
は
特
定
社
会
福
祉
事
業
を

２

当
分
の
間
、
被
共
済
職
員
期
間
が
二
十
年
以
上
三
十
五
年
以
下
で
あ
る
者
で
第



特
定
介
護
保
険
施
設
等
、
申
出
施
設
等
そ
の
他
の
施
設
又
は
事
業
へ
転
換
す
る
場

九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
金

合
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
関

の
額
は
、
第
九
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

当
分
の
間
、
被
共
済
職
員
期
間
が
三
十
五
年
を
超
え
る
者
で
第
九
条
第
二
項
に

規
定
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の
に
対
す
る
退
職
手
当
金
の
額
は
、
そ
の

者
の
被
共
済
職
員
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
て

得
ら
れ
る
額
と
す
る
。


